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とやま中央会 FAX 情報 

２０１９．１２．２ 発行 №５７２ 

 

特定（産業別）最低賃金が改訂されます 
 

 富山労働局では、富山県の区域に設定している特定（産業別）最低賃金を改訂する旨決定しました。

これらの最低賃金は、年内に順次発効します。 

 

１．改定内容 

（業種）富山県玉軸受・ころ軸受、他に分類さ

れないはん用機械・装置、トラクタ、金属工

作機械、機械工具、ロボット、自動車・同附

属品製造業 

（時間額）907円（＋22円、改定前 885円） 

（発効日）令 1.12.11 

（業種）富山県電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械器具製造業 

（時間額）849円（＋26円、改定前 823円） 

（発効日）令 1.12.19 

（業種）富山県百貨店、総合スーパー 

（時間額）860円（＋20円、改定前 840円） 

（発効日）令 1.12.5 

２．お問い合わせ先 

富山労働局賃金室 

ＴＥＬ．０７６－４３２－２７３５ 

 

◇ 富山県の企業データベースサイト「企業ナ

ビとやま」公開（12/2予定）のご案内 

 

 富山県では、県内企業への就職を考える方（学

生・社会人等）に対して企業の魅力やマッチン

グに関する情報を発信することを目的としたサ

イト「企業ナビとやま」を公開します（12月 2

日予定）。現在、掲載企業の募集を行っており

ます。貴社の情報を登録して、採用活動等にぜ

ひお役立てください。 

 

１．登録のメリット 

・登録・掲載料は無料でご利用いただけます。 

・貴社の魅力をサイトでＰＲ（動画の撮影も可

能）することができます。 

・本サイトから貴社が利用されている求人サイ

トやインターンシップ募集サイトに直接リン

クし、誘導することができます。 

・求職者に対して、いち早く情報提供ができる

メール配信サービスが利用できます。（イン

ターンシップの開催や自社説明会などの情報

更新時にメール配信） 

・「とやまＵターンガイド」の機能もご利用で

きるようになります。（登録された情報は

2020年 2月～公開予定） 

・県や関係機関等が実施するイベントへの参加

及び出展のご案内をお送りします。 

・人材育成に関する企業向けセミナー等のご案

内をお送りします。 

２．登録要件・登録先 

 富山県内に本社又は支社を有する法人及び個

人事業主 

登録先 

https://kigyonavi-toyama.jp/registration/ 

３．注意事項 

・「とやまのＵターンガイド」のご利用につい

https://kigyonavi-toyama.jp/registration/


 

とやま中央会ＦＡＸ情報 №５７２                             2 

ては、https://uturn.pref.toyama.lg.jpよ 

りご確認ください。 

・既存の「とやまＵターンガイド」をすぐにご

利用されたい場合は、別途「とやまＵターン

ガイド」に登録する必要があります。 

・法人の場合は、ご登録の際に法人番号の入力

が必要となります。 

４．お問い合わせ先 

「企業ナビとやま」に関する内容 

富山県労働政策課雇用推進班 

 ＴＥＬ．０７６－４４４－８８９７ 

「とやまＵターンガイド」に関する内容 

 富山くらし・しごと支援センター 

 大手町オフィス 

 ＴＥＬ．０１２０－１０８－２５０ 

 

◇ 荷主と運送事業者のためのトラック運転者

の労働時間短縮に向けたセミナー開催のご案

内 

 

厚生労働省では、トラック運転者の労働時間

短縮のため、荷主企業と運送事業者の協力によ

る取組みのガイドラインや改正労働基準法のポ

イントを解説するセミナーを都道府県で開催し

ています。富山県での開催は下記のとおりです。

ぜひご参加ください。 

 

１．開催日時 

令和元年１２月１９日（木）１３時～１６時 

２．開催場所 

富山県トラック会館 ３階研修室 

（富山市婦中町島本郷１番地５） 

３．セミナープログラム（予定）  

（１）「荷主と運送事業者の協力による取引環

境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」

の説明  

 講師：㈱富士通総研より 

（２）「ホワイト物流」推進運動についての説  

 明 

 講師：国土交通省北陸信越運輸局富山運輸支  

    局より 

（３）改正労働基準法のポイントについての説 

 明 

 講師：厚生労働省富山労働局より 

４．お申込み・お問い合わせ先 

厚生労働省委託事業者 株式会社富士通総研 

担当者名：沖原・亀廼井（かめのい）・小田・

田村 

ＴＥＬ．０３－５４０１－８３９４ 

E-Mail:fri-truck-seminar@dl.jp.fujitsu.com 

 下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申込み

ください。 

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/ 

 

◇ 事例で分かる！！業務改善・コスト削減の

ための IoT活用講座開催のご案内 

 

 公益財団法人富山県新世紀産業機構では、IoT

活用講座を開催いたします。昨今、IoT を活用

して業務改善やコスト削減につなげている中小

企業も増えてきました。本講座では成功してい

る事例企業をふんだんにご紹介し業務改善やコ

スト削減に実際にどうやって IoTを導入して成

功するかの方法を学んでいただきます。ぜひご

参加ください。 

 

１．開催日時  令和元年１２月１９日（木） 

１４時～１８時 

元気いっぱいのファーストバンクです。  
新オートローン・新型住宅ローン 

                富 山 第 一 銀 行 
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２．開催場所 （公財）富山県新世紀産業機（技

術交流ビル）2階研修室（富山市高田 529） 

※駐車場は技術交流ビル前の駐車場をご利用く

ださい。 

※上記駐車場が満車の場合には、教育ビル奥の

大駐車場をご利用ください。 

※大駐車場の案内に従い白枠内にお願いします。

黄枠は契約者専用駐車場です。 

３．内容  

【14時～17時】「事例で分かる！！業務改善・

コスト削減のための IoT活用講座」 

 講師：阿部 満 氏（ブリッジソリューション

ズ株式会社 代表取締役、一般社団法人 AI・

IoT 普及推進委員会 代表理事 兼 マスター

コンサルタント） 

【17時～18時】情報交換会（講師を囲んでのイ

ンターネット談義・質疑応答） 

４．参加費 ３，０００円（税込） 

５．定員 ５０名（先着順） 

 ※受講の可否については後日、担当よりご連

絡させていただきます。 

６．申込期限 令和元年１２月１８日（水） 

              １７時 

７．お申込み・お問い合わせ先  

公益財団法人富山県新世紀産業機構 

経営支援課 経営支援グループ 

ＴＥＬ．０７６－４４４－５６０４ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－５６４６ 

 下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申込み

ください。 

https://www.tonio.or.jp/semi/20191219-j/ 

 

◇ 「とやま海外展開シンポジウム 2019」開催

のご案内 

 

 ジェトロ富山では、県内の各産業で活躍され

ている企業の代表の方より各社の取組みや公的

支援の活用事例について講演いただくシンポジ

ウムを開催します。また、基調講演としてジェ

トロ・ジャカルタ事務所所長よりインドネシ

ア・ビジネスの最新動向もお届けします。ぜひ

ご参加ください。 

 

１．開催日時  

 令和元年１２月１３日（金） 

 １３時１０分～１６時３０分 

 （１６時３０分～各支援機関ブースでの個別

相談会） 

２．開催場所  

 富山国際会議場 2階 203・204号室 

 （富山市大手町 1番 2号） 

３．内容  

【基調講演】「新輸出大国コンソーシアムにつ

いて」 

 ジェトロ・富山 所長 髙村 大輔 氏 

【活用事例紹介（各企業 20分ずつ）】 

 ㈱アース・コーポレーション 経営企画部  

班長 平田 毅 氏 

 ㈱ナガエ 取締役専務 長柄 幸隆 氏 

 ㈱天高く 代表取締役会長 栗原 清 氏 

 五洲薬品㈱ 営業推進部 藤井 良伸 氏 

【各機関より支援メニューのご紹介】 

（各機関 5分ずつ×7機関） 

４．定員 100名 ※先着順 

５．参加費 無料 

６．お申込み・お問い合わせ先 

ジェトロ富山 

ＴＥＬ．０７６－４４４－７９０１ 

ＦＡＸ．０７６－４４４－７９０３ 

E-Mail toy@jetro.go.jp  

 下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申込み

ください。 

https://www.jetro.go.jp/events/toy/7759e25

22a92f0ff.html 

 

◇ 知財活性化セミナー2019in 富山開催のご

案内 

 

 経済産業省中部経済産業局では、中堅・中小

企業のための知財活性化セミナー2019in富山

https://www.tonio.or.jp/semi/20191219-j/
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を開催します。本セミナーでは主に中堅・中小

企業の方々が商品やサービスを開発していく上

で、デザインやブランドをどのように保護し活

用すればよいのかを学べる内容となっています。 

 

１．開催日時  

令和元年１２月１７日（火） 

１３時３０分～１６時３０分 

２．開催場所  

富山県総合情報センター第 1・第 2会議室 

（富山市高田 527） 

３．内容  

（１）セミナー 13時 35分～15時 5分 

「ものづくり中小企業のデザイン・ブランド

保護戦略」 

レクシア特許法律事務所 

代表パートナー・弁理士 松井 宏記 氏 

（２）企業事例紹介 15時 15分～16時 5分 

「株式会社パトライトのデザイン・ブランド活

用法」 

 株式会社パトライト 商品開発本部 技術管理

部 知財・デザイン課 課長 吉川 貴之 氏 

（３）16時 5分～16時 30分 

 支援施策・知財総合支援窓口の紹介 

４．定員 ５０名（事前申込制・先着順） 

５．お申込み・お問い合わせ先 

知財活性化セミナー事務局 

（一般社団法人発明推進協会内） 

ＴＥＬ．０３－３５０２－５４４７ 

ＦＡＸ．０３－３５０４－１４８０ 

 下記ＵＲＬ内お申込みフォームからお申し込

みいただくか、チラシをダウンロードいただき

チラシ内の申込書に必要事項をご記入の上、Ｆ

ＡＸにてお申し込みください。 

https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguch

i/toyama/news/cat1/in.html 

 

◇ １２月１日～３１日は「国家公務員倫理月

間」です 

 

 国家公務員倫理審査会では、毎年、国家公務

員倫理週間を設け、様々な啓発活動を行ってい

ますが、本年度は国家公務員倫理審査会創立２

０周年の節目であること、昨今の公務員倫理を

めぐる情報等を踏まえ、１２月１日（日）～１

２月３１日（火）を「国家公務員倫理月間」と

し、各種啓発活動を実施することといたしまし

た。 

 企業の皆様と国家公務員が接する際、国家公

務員には一定のルールがあります。企業と「利

害関係」のある国家公務員に対し、例えば以下

の行為をすると相手方の国家公務員が倫理法違

反に問われます。 

詳細はこちら 

https://www.jinji.go.jp/rinri/ 

 国家公務員倫理法令に反すると疑われる行為

に気づかれた際には下記へご連絡ください。 

公務員倫理ﾎｯﾄﾗｲﾝ：０３－３５８１－５３４４ 

お問い合わせ先 

国家公務員倫理審査事務局 

ＴＥＬ．０３－３５８１－５３１１ 
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